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1政務調査費とは
政務調査費は,地方自治法第100条第14項及び第j5項に基づき定められた鹿児島県政務調査費

の交付に関する条例の規定により,鹿児島県議会 (以下 ｢議会｣というD)の議員の調査研究に
資するため必要な経費の-部として,議会における会派に対して交1jされるものです｡

政務調査費に関係する例規等は,次のとおりですo

l 地方自治法 (第100粂第14項及び第15項)
2 鹿児島県政務調査費の交付に関する条例 (以下 r条例｣というo)
3 鹿児島県政務調査費の交付に関する規則 (以下 ｢規則｣というo)
4 鹿児島県政務調査費の収支報告書閲覧実施要領 (以下 ｢閲覧実施要領｣というO)

3 交付 制度 の概 要

政務調査費の交付制度の概要は,下記のとおりですC

交 付 対 象 議会の会派 (所属芸養員が 1人の会派を含むO)(条例第 2粂)

交 付 額 月額30万円に各会派の所属議員の数を乗じて得た額
(条例第 3粂第 1項)

交 付 時 期 毎四半期 (条例第7条第 1項,第2項)

使 途 基 準 会派は,政務調査費を規則で定める使途基準に従い使用しなけ
ればなりませんO(条例第8条,規則第4条)

収 支 報 告 書 等 ･ 会派の代表者は,収支報告書を年度の終了する日の翌日から
の 提 出 時 期 起算して30日以内に古壷長に提出しなければなりませんO

(条例第9条第 1項)
･収支報告書には,事業実績報告書及び領収書その他の証拠書
類の写し (以下 ｢事業案嬢報告書等｣というO)を添付しなけ
ればなりませんo(規則第 5条)

書類 の保存期間 ･ 議長は,提出された収支報告書及び事業実績報告書等を,5
年間保管することとなっていますO
(条例第12条第 1項,規則第8粂)

一 会派の政務調査費経理責任者は,会計帳簿及び証拠書規等を
5年間保管しなければなりませんO(規則第 9条)

議 長 の 調 査 等 議長は,収支報告書が提出されたときは,同報告書の写し及び
事業実績報告書の写しを知事に送付するとともに,政務調査費の
適正な運用を期するた糾 こ必要に応じ調査を行うものとなつてい
ますo(条例第10灸,規則第6条)

政務調査費の返還 知事は,政務調査費に残余があるときは返還を命ずることがで
きることとなっていますO(条例第11粂)

収支報告書等の閲覧 何人も,収支報告書及び事業実績報告書等の閲覧を請求するこ
とができることとなっています.
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i ii F細 目 空

く 別 表 (規 則 第 4条 関 係 )>

項 目 内 容

調 査 研 究 費 会 派 が 行 う鹿 児 島 県 の事 務 及 び 地 方 行 財 政 に 関 す る 弼 査 研

究 及 び 調 査 委 託 に要 す る 経 費 (調 査 委 託 費 , 会 場 費 .機 材 倍

上 げ 費 , 資 料 印 刷 費 ,交 通 費 , 宿 泊 費 等 )

研 修 費 会 派 が 行 う研 修 会 及 び 講 演 会 の 実 施 に必 要 な 経 費 並 び に他

現 俸 が 開 催 す る研 修 会 ,講演 会 等 へ の 所 属 議 員 及 び 会 派 の 雇

用 す る職 員 の 参 加 に 要す る 経 費 (合 壕 費 .機 材 借 上 げ 数 , 資

料 印 刷 費 , 講 師謝 金 ,会 費 , 交 通 費 , 宿 泊 費等 )

会 言義資 会 派 が 行 う各 種 会 議 に要 す る経 費 (会 場 費 .機 材 借 上 げ

餐 , 資 料 印 刷 費 等 )

資 料 作 成 費 会 派 が 議 会 審 議 に必 要 な 資 料 の 作 成 に要 す る経 費 (資 料 印

刷 費 , 原 稿 料 等 )

資 料 購 入 費 会 派 が 行 う調 査 研 究 の た め に必 要 な 図書 .資 料 等 の 購 入 に

要 す る経 費 (書 籍 牌 入 代 , 新 聞雑 盲志購 読 料 等 )

広 報 費 会 派 が 行 う議 会 倍 数 及 び 県 政 に 関 す る 政 策 等 の 広 報 活 動 に

要 す る経 費 (広 祁 誌 .報 告 書 等 印 刷 費 , 送 料 , ホ - ム ペ ー ジ

作 成 費 , 交 通 費 等 )

事 務 費 会 派 が 行 う調 査 研 究 に係 る事 務 の 遂 行 に要 す る 経 費 (事 務

用 品 .備 品 購 入 費 , 備 品 リー ス 料 , 通 信 .運 搬 費 等 )

人 件 費 会 派 が 行 う調 査 研 究 を補 助 す る職 員 の 雇 用 に要 す る 経 費
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5 項 目別運用 指 針

内 容

(1)調査研究費 〔使 途 基 準 〕<別表 (規則第4条関係)>

会派が行う鹿児島県の事務及び地方行刑政に関する調査研究及び調査委託に

要する経費

(調査委託費,会場費 ･機材借上げ費,資料印刷費,交通費,宿泊費等)

1 経費の内容

(1)調査委託費

ア 充当できる具体例

会派が必要とする調査研究を議員以外の個人,又は団体等に委託 し

た場合の委託経費

イ 留意点

調査委託については,委託金額,具体的な委託業務等が明確である

契約書を作成し,成果物とともに保管 してお くことが必要であるO

(2) 会場費 ･機材借上げ費

ア 充当できる具体例

地域住民との意見交換会等を行 う場合に要した会場使用料,マイク

等機材借上げ料

(3) 資料印刷費

ア 充当できる具体例

地域住民との意見交換会等に必要な資料等の印刷梨本に要する樵費

(4) 交通費,宿泊費等

ア 充当できる具体例

調査研究を行う場合に,調査活動の従事に要した次の経費

･ 交通費 (航空賃,船賃等の実費)

･ 宿泊費 (1泊につき)

･ 調査油軌資 (1日につき)

イ 留意点

･ 交通費については,領収書等がある場合に充当するO

･ 宿泊費については,調査精勤上,必要があり宿泊した場合の宿泊

所の宿泊証明書等がある場合に充当する｡

調査活動費については政務調査情動弼告書に基づき充当するD

宿泊費,調査活動費については,宿泊数,調査活動の行程日数に

定額を充当することができるものとするO

一3-
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(5) その他調査研究及び調査委託 に必要と認められる経琵

ア 充当できる具体例

地域住民との意見交換会等における茶菓の綻費

但 し,茶東の提供は.社会通念 L妥当と考え られるものに限る｡

地域住民との意見交換会等における教朋輩

会派が調査研究に降し,団体でマイクロバス等 を利帽した場合の

借 上け料､駐車札 有料道路利刷 り等の実費

ー4-
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〔使 途 基 準 〕<別表 (規則餓 呈条関係)>

会派が行 う研修会及びE,献策会の実施に必禁な椎襲茄ひに似 3雌 が間伐㌻弓る研

修会 云鋸鞄会等への所属告琵員及び会派の屈川 ヨーる牌去まの参加 に要する維1竺

(会場賀 機材侶 jり柴 講師謝乳 全乳 馴 仰 刷乳 父通弊 才】ヨ伯襲劉

1 緑葉の内容

(1)会場費 ･機材借上げ葺

ア 充当できる具体例

会派が,講師又は有識者を招 いて行 う研修会及び師 宣を会等 にFだする

会場使用料,マイク等機材借 上げ料

(2) 講師謝金

ア 充当できる具体例

講師又は有識者への謝金

イ 留意点

可能な限 り受綿書 (受領印) を求めることO

(3) 会費

ア 充当できる具体例

他団体が開催する研修会,講演会等への所属議員及び会派の雇用す

る職員が参加するための会費

イ 留意点

･ 充当が適当か どうかは,研修会等の内容が調査研究に適するかど

うかで判断することO

･ 研修会等に付随する (連続する)懇談会等の会費については,会

費の額が明確に定め られ,金練が社会通念 i妥当と考えられる範糊

に限るO

(4) 資料印刷費

ア 充当できる具体例

会派が.講師又は有識者を招いて行 う研修会等に斐する資料等の印

刷製本に要する経費

(5) 交通薫,宿泊費等

ア 充当できる具体例

会派又は他団体が開催する研修 会等に議員等が参加するために要す

る経費 (調査研究賓の交通資 宿泊費等の項目を執 ?(7弓)

≡

一 一⊥ 肝_m
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(6) その他研修会等の 開催又は参加 に必要 と認め られる緩質

ア 充当できる具体例

研修会等における茶菓.謂二師への土産及び言轟師との懇談会の総髪等

イ1ヨし,茶東の提供.土産の鼓索臥 訪印巾との懇談会の経費は,社会

通念上妥当と考えられるものに限る｡

研修会等における敬司A賛

･ 会派が他憎体が開催する研修会に,団体でマイクロバス等を利用

した場合の倍 しげ料,駐 勘 ′ヨ,有料道路利用料等の実費

い



〔使 途 基 準 )く別表 (規則',第4粂関係)>

会派が行 う各樺会議に空する経賀

(会場襲 機才オ侶 まけ襲 資料印刷要l＼等)

1 綻巽の内容

日)会場費 ･機ヰj倍iけ琵

ア 充当できる具体例

会派が行う各種会議に要した会場倖酬 叫,マ 1ク等機柳 告上げ料

イ L;[337'意点

･ 会派が主催する会議に要する経費でなければ充当できないO

但 し,会派 と他団体 の共催による会議等に姿する経費については,

按分することO

･ 按分に当たり合理的な方法によって区分することが難 しい場合は,

2分の 1とすることができるものとするO

(2) 資料印刷費

ア 充当できる具体例

会議に必要な資料等の印刷製本に要する経費

(3) その他各種会議に必要と認められる経費

ア 充当できる具体例

･ 会派が行う各種会議における茶菓の経費

但 し,茶菓の提供は,社会通念 上妥当と考えられるものに限るO

･ 会派が行う各種会議における教材費

･ 会派の招集に応 じ.議員が各種会議に参加するために要する経費

(調査研究費の交通費,宿泊費等の項目を参照)

ー7-



(4)賃料作成巽

(5)資料購入鷲

〔使 途 基 準 〕<別表 (規則第 4条関係)ラ
会派が議会審議に必要な賃料の作成に整する経費

(劉 榊J刷輩,原稿料等)

1 経費の内容

fl) 資料印刷葺,原稿料

ア 充当できる具体例

議会審議に必要な資料の印刷製本に要する経費及び賃料作成のた

めの原稿料

･ 定例会質疑参考資料,当初予算に関する資料等

イ 留意点

議会審議に資することが要件であり,その他の目的の資料作成には

充当できないO

(2) その他賃料作成に必要と認め られる経費

〔使 途 基 準 〕<別表 (規則第 4条関係)>

会派が行う調査研究のために必要な図書 ･賃料等の購入に要する経費

(書籍購入代,新聞雑誌購読料等)

1 経賢の内容

(1) 書籍購入代,新聞雑誌購読料

ア 充当できる具体例

会派活動として行う調査研究に必要な書籍,新臥 専門誌,雑誌

DVD等の購入に要する経費

イ 留意点

調査研究に資するものでなければ充当できないO

(2) その他図書 ･資料等の購入に必要と認められる経薫

ト



使 途 基 準 〕く別表 (規則La/T34条関係)>

会派が行 う議会摘軌及び児政に関す る政策等の広幸郎吉敷に要する経費

(広粥誌報告茅等印刷乳送料 ホーームページイ1成鞍父過資等)
1 経葺の内容

(1)広報誌 ･報告書等印刷費､送料

ア 充当できる具体例

住民の意見を議会活動に反映させ ることを目的 とした議会括臥 県

政に係 る政策等の広端 ･報告等のための資料等の印刷製本及び当該蛍

料等の送付に要する経費

イ 留意点

政党痛軌や後援会括軌な ど政務調査費の充当が不適 当な内容が含

まれている場合には,按分することO

･ 按分に当た り合理的な方法によって区分することが難 しい場合は,

2分の 1とすることができるものとするO

(2) ホ-ムページ作成費

ア 充当できる具体例

･ ホ-ムぺ-ジ作成等に係 る経費

イ 留意点

･ 政党活動や後援会活動な ど政務調査費の 充 当が不適 当な内容が含

まれている場合は,按分することC

･ 按分に当た り合理的な方法によって区分することが難 しい場合は.

2分の 1とすることができるものとするO

(3)交通費等

広報活動に要する経費

(調査研究費の交通費等の項 目を参照)

(4) その他広報活動 に必要と認められる経費

ー9-



〔使 途 基 準 〕く別表 (規則Jii吾一4条関係)>

会派が行 う調査研究 に係 る事務の遂行に空きす る綻El,JE,

(事務用品 ･備 品購入 乳 備品 リーース料,通信 ･;別 日貨準等)

(1)事務用 品 .備 品購入巽,備 品 リース料

ア 充当できる具体 例

事務用品 をは じめ,事 捌 凡や本棚 ,創 斗保管 しコッカーのほか.パ

ソコ ン等のOA惜朔関連機駄 複′引 幾 ファクシ ミリやテ レど,ヒ

テオ,カメラ等の購入

事 務機器 リース料 ･使用料 ･コピー料

イ 留意点

事掛削 ]p･備 品の購入,リー-スに政経調査費を充当す る場合に札 ∋

政務調査活動 に対する有用性が高く,政経必要 と認め られ るものに

限る｡

･ 政務調査活動 を行 うための環境整備 にまで充 当する ことは適当で

ない｡ このため,豪華な応接セ ッ ト,大理!テ レビ,絵癖等 の購入等

には充 当できないO

･ 購入す る備品 を政務調査活動以外 の活動 と併用する場合は,按分

する ことD

按分 に当た り合理的な方法によ-)て区分する ことが難 しい場合は

2分の 1とす ることがで きるものとす るC

(2) 通信 ･運搬費

ア 充当で きる具体例

･ 固定毒私 携帯電私 インタ- ネッ ト接続業 者 との契約等 に要する

･ 政務調査活動 に要する郵便料等の経 費

イ 留意点

･ 政摘関釜専用の電話等 を所葡 していない限 り按分する こと｡

抜分 に当た り合理的な-]J法によって区分する ことが雑 しい場合は

2分の lとする ことがで きるものとす る､

･ 充当にあたってほ定添削二よることができるもの とするO

〔3) その他事務の遂行 に必要と認 め られる緑葉
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(8)人件巽 〔使 途 基 準 〕く別表 (規則耗∠三条関係)>

会派が行う調蛮研究を補助やる職員 の 雇 付目 ニ要する総準

(給札 手当,社会保険料,賃 金等)

1 経箕の内容

(1) 給料,手当,社会保険料,賃金

ア 充当できる具体例

常勤又は臨時に雇用する職員て,調査研究活動の補助業務に従事す

る者に係る人件費

イ 留意点

･ 会派職員が政党か ら派遣されている場合にあっては,政党と会派

の問で必要な取決めを結んでいわば充当できるC

･ 会派が求人 ･雇用する場合にあっては,雇用射乳 就業時臥 給

料細,従事する業務等が記載されている雇用契約碧を取 り交わすも

のとする,

(2) その他職員の雇用に必要と認められる経翼

- H 一

妻

弓
.W

｣



6 政務調査費の充当が不適当な経費

(1) 政党活動の経費

○ 政党活動を目的とする経費に政務調査費を充当することは不適当

〔例 〕

･ 政党活動,県連 (政党等)活動に要する経費

･ 政党の広報紙,パンフレット,ビラ等の作成及び発送経費

･ 攻党組織の事務所の設置及び維持に要する経費 (人件費を含むO)

･ 党大会賛助金,党大会参加負担金,党大会参加旅費等

･ 会派の役員経費

(2) 選挙活動の経費

○ 選挙活動を目的とする経費に政務調査費を充当することは不適当

〔例 〕

･ 選挙活動に当たっての各種団体への支援依頼活動,選挙ビラ等作成及

び発送に要する経費等

(3) 後援会活動の経費

○ 後援会活動を目的とする経費に政務調査費を充当することは不適当

〔例 〕

･ 後援会の広報紙,パンフレット,ビラ等の作成及び発送経費

･ 後援会主催の会議開催の経費

･ 後援会事務所の設置及び維持に要する経費 (人件費を含むO)

(4) 私的経費

○ 議員個人の私的目的のために使用する経費に政務調査費を充当す ることは

不適当

〔例 〕

･ 慶弔鰻別費等

(例)

病気見舞い,香典,祝金,鰻別,寸志,中元,歳暮等の費札 慶弔

電報,年賀状の購入又は印刷等の経費

･ 冠婚葬祭の出席に要する経費

(例)葬儀,祝賀会,結婚式,祭 り等

宗教活動に要する経費

(例)檀家総代会,報恩講,宮参 り等

･ 観光,レクリエ-ション,私用用務等による旅行に要する経費

･ その他議員個人の私的目的のために使用する経費

-12-



(5) 政務調査活動に寄与しない凹体への会費等経費

○ 政務調査活動に寄与 しない団体に対 して納める会費等に,政務調査費を

充当することは不適当

〔例 〕

･ 個人の立場で加入 している団体などに対する会費等

(例)･町内会費,公民館費,壮年会費,PTA会費,婦人会費,

ライオンズクラブ会費,ロ-タリークラブ会費等で,

議員個人に本来帰属する会費

･ 政党活動に伴う党費,賛助金等

･ 議会内の税睦団体 (議員野球部,ゴルフクラブ等)の会費

･ 他の議員の後援会や祝賀会に出席する会費

･ 宗教団体の会費

･ 親睦 ･飲食だけを目的とする等意見交換を伴わない会合の会費

(6) その他政務調査費を充当するのに適しない経費

○ 社会通念上,妥当と考えられる範囲を超えた経費に,政務調査費を充当す

ることは不適当

〔例 〕

･ 挨拶,会食やテ-プカッ トだけの出席に要する経費

(例)(D IA,漁協,土地改良区及び森林細合等の総会及び出初

め式等の挨拶だけの出席

② 町内会,老人クラブ,青年臥 壮年会及び婦人会等の新

年会等の会食だけの出席

③ 県有施設及び県道の起工式,竣工式のテープカ ッ トだけ

の出席

議員が他の団体の役職を兼ねている場合における,その団体の理事会,

役員会や総会の出席に要する経費

事務所として使用する不動産の購入.建築工事への支出

政務調査活動に使用する自動車の購入費,修理点検等維持管理費及び

自動車 リ-スに要する経費

政務調査精勤に直接必要としない備品等の購入,リース代への支出

(例):絵画等の美術 ･装飾品及びソファー,衣服等
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7 収支報告書への添付書類 (事業実績報告書を除く)

1 領収書等添付票

2 政務調査活動報告書

3 支払事実申立書

4 宿泊証明書

5 宿泊事実申立書

-トト



【添付書類 1】

徴 収 書 等 添 付 票

会派名 ( )

調査研究費 ･研修費 ･会議費 ･資料作成費 ･資料購入費 ･広報資 ･事務費 ･人件費

敬 服 書 等 の 添 付 欄

※ 1 領収書は,使途項目別に重ならないように貼付することC別紙を用いても良いC
ただし,本業 1枚で貼付できず同様式を)那 1る場合は,枝番号を付して整理することO

※ 2 整理番号は出納補助簿の ｢使途項目別No｣と,政務調査費充当額はその ｢支出額｣と
一致すること｡

※3 政務調査活動に伴う経費とそれ以外の精勤に伴う擢興との按分が必要な場合は,余白
に按分の率及び按分による充当徹等を記稚すること｡
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政 務 調 査 活 動 報 告 書

氏名 印

月日 極 目 場 所 相手方等 内 容 調査活動費等(円)

※ 1 同一一日に数カ所の政務調査活動を行った場合には.改行を行い,それぞれの政持調査括動転に内容を

記載することO

※ 2 調査括軌費の金額を ｢調査活動費等｣の欄の上段に記織すること｡

※ 3 ｢調査括動費等｣の欄の下段には,調査括軌費以外の経費の引を記親し.領収書等を別紙に重ならな

いように貼付することo

※ 4 政務調教活軌に伴う雑費とそれ以外の括軌に伴う経費との按分が必安な場合は,按分引算 (ETj未赫!u

L)川 結.て)後の僻を記瓶することO



E添付書類 3】

会派の代表者

支 払 事 実 申 立 書

氏 名

下記のとお り支払った ことを申し立てますo

記

1 金 額 -金 円也

(但 し, 代)

2 情動年 月 日 平成 年 月 日

3 精 勤 場 所

4 活 動 内 容

(会議名,研修会名,調査活動事項等を記入する)

上記のとお り支払ったことを承認するo

平成 年 月 日

(注)触収害等がない場合に限るO

会派の代表者



【添付書類 4】

宿 泊 証 明 書

下記のとお り宿泊したことを証明 してください｡

1 氏 名

2 宿 泊 日数

3 宿泊人数

上記のとお り宿泊したことを証明します｡

平成 年 月 日

証明者

(宿泊所) ㊥



【添付書類 5】

会派の代表者

宿 泊 事 実 申 立 書

氏 名

会派の代表者

下記のとお り宿泊したことを申し立てますo

記

1 宿泊日数

2 宿泊所名

3 宿泊の目的

上記のとお り宿泊 したことを承認するC

平成 年 月 日

(注)梢的糾明書がない場合に限るO
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地方自治法 (昭和22年4月 17日法律第67号)

(関係部分抜粋)

[調査 ･出頭証言及び記録の提出請求並びに政務調査費等]

第 100条

14 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員

の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における

会派又は議員に対 し,政務調査費を交付することができるOこの場合

において,当該政務調査費の交付対象,額及び交付の方法は,条例で

定めなければならない0

15 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めると

ころにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提

出するものとする｡
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鹿児島県政務調査費の交ナ｣に関する条例

(趣旨)

第 1粂 この条例は,地方自治法 (昭和22年法律第67号)第川0粂第ユ4項及び第15項の規定に

基づき,鹿児島県議会 (以下 ｢議会｣というC)の議員の調査研究に責するため必要な経

費の一部として,議会における会派に対 して交付する政務調査費の交付に関し必要な事項

を定めるものとするO

(政務調査費の交付の対象)

第 2条 政務調査費は,議会の会派 (所属議員が 1人の会派を含むO以下 ｢会派｣とい

う｡)に対 し交付するO

(政務調査費の額等)

第 3粂 政務調査費の顔は,月額300,000円に各会派の所属議員の数を乗 じて得た嶺 とするC

2 前項の所属議員の数は,月の初日における各会派の所属議員の数とする0

3 月の中途において,議員の任期満了,辞職,失職,死亡若 しくは除名,議員の所属する
会派か らの脱会若 しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれ らの事由が生じた

日の属する月の政務調査費の交付については,これ らの事由が生じなかったものとみなす｡
-の会派が他の会派 と合併 し,又は会派が解散 した場合 も同様とする.

4 各会派の所属議員の数の計算については,同一言義貞について重複 して行うことができな
い｡

(会派の届出)
第 4条 議員が会派を結成し,政務調査費の交付を受けようとするときは,会派の代表者及

び政務調査費経理責任者を定め,当該代表者は,会派結成届を議長に提出しなければなら
ない｡

2 会派の代表者は,前項の会派結成届の内容に異動が生じたときは,速やかに会派異動届
を議長に提出しなければな らない0

3 会派の代表者は,会派が解散したときは,速やかに会派解散届を議長に提出しなければ
ならないO

(知事への通知)
第 5条 議長は,会派結成届,会派異動届又は会派解散届が提出されたときは,速やかに知

事に通知 しなければならないC

2 議長は,前条第 1項の規定により会派結成届が提出された会派について,毎年 4月 5日
までに,知事に通知 しなければならないo

(政務調査費の交付の決定)

第 6条 知事は,前条の規定による通知に係る会派について,政務調査費の交付の決定 (餐
更の決定を含む｡)を行い,会派の代表者に通知するものとする｡

(政務調査費の請求及び交付)

第 7条 会派の代表者は,前条の規定による通知を受けたときは,毎四半期の最初の月の 5
日 (その日が鹿児島県の休 日を定める条例 (平成元年鹿児島県条例第37号)第 1粂第 1項

に規定する県の休 日 (以下 ｢県の休 日｣というO)に当たるときは,その翌 日以後の最初

の県の休 日でない日)までに,当該四半期に属する月数分の政務調査費を請求するものと
するCただし,-四半期の中途において議員の任期が満了する場合には,任期が満了する

日の属する月までの月数分の政務調査費を請求するものとするO

2 知事は,前項の規定による請求があったときは, 速やかに当該請求に係る政務調査費を

交付するものとする.

3 知事は,-四半期の中途において,新たに会派が結成されたときは,第4条第 1項の規

定によ り会派結成屈が提出された日の贋する月の翌月 (その日が月の初日の場合はその日

の属する月)分以降の政務調査費を当該会派に対 し交1TJするものとする｡

4 -四半期の中途において,会派の所偶議員の数に変更が生じたときは,当該会派に既に

交付した政務調査弾については,その変更が生じた 日の偶する月の翌月 (その日が月の初

日の場合はその日の属する月)分から調柴するものとする0
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5 -四半期の中途において,会派が僻散 したときは,当該会派の代表者は,当該解散した
E3の属する月の翌月 (その日が月の初日の場合､はその日の属する月)分以降の政務調査費を速やかに知事に返還しなければならない｡

(政務調査費の使途)
第 8条 会派は,政務調査費を議長が規則で定める使途基準に従い使用 しなければな らないO

(収支報告書)
第 9粂 会派の代表者は,政務調査費に係る収入及び支出の報告書 (以下 ｢収支報告書｣という.)を,別記様式によ り年度の終7する日の翌 日から起算 して30日以内に議長に提出しなければならないb
2 前項の規定にかかわ らず,会派の代表者は,会派が解散 したときは,当該会派が解散した日の属する月 (その日が月の初 日の場合はその日の属する月の前月)までの収支報告書を,別記様式により解散した日の翌日か ら起算 して30日以内に議長に提出しなければならないO

(議長の調査等)
第10条 議長は,前条の規定によ り収支報告書が提出されたときは,その写 しを知事 に送付するとともに,政務調査費の適正な運用を期するため必要に応 じ調査を行 うものとするo

(政務調査費の返還)
第 11条 知事は,会派が年度において交付を受けた政務調査費の総額か ら,当該会派がその年度において行った政務調査費に係る支出の総額を控除して残余があるときは,当該会派に対し当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができるC

(収支報告番の保存及び閲覧)
第12条 議長は,第 9条の規定により提出された収支報告書を,当該収支報告書を同条に規定する提出すべき期間の末 日の翌日から起算 して 5年を経過する日まで保管 しなければならない｡
2 何人も,議長に対 し,前項の収支報告書の閲覧を請求することができる｡

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,議長が規則で定めるO

附 則
この条例は,平成13年 4月 1日から施行するO

附 則 (平成14年 6月28日条例第53号)
この条例は,公布の 日から施行する｡

附 則 (平成20年9月17日条例第47号)
この条例は,公布の日から施行 し,第1条の規定による改正後の報酬及び費用弁償に関する条例の規定,第2条の規定による改正後の鹿児島県特別職報酬等審議会条例の規定,第3条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定,第4条の規定 (鹿児島県議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第3項及び別表第3備考4の (日の改正規定を除 く ｡)による改正後の鹿児島県議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の鹿児島県政務調査費の交付に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の鹿児島県議会議員の議員報酬の特例に関する条例の規定は,平成20年9月ユ日から適周する｡

1.LJ -



別 記 様 式 (第 9粂 関 係 )

鹿 児 島県 議 会 議 長

会 派 名

代 表 者 の氏 名

年 月 日

平 成 年 度 政 務 調査 費 に係 る収 支報 告 につ いて

鹿 児 島県 政 務 調 査 費 の交 付 に関す る条 例 第 9条 第 1項 (第 2項 ) の規 定 に

よ り,下 記 の とお り平 成 年度 政 務 調 査 費 の収 支報 告 を提 出 します o

記

1 収 入

2 支 出

項 目 支 出 額 支 出 の 主 な 内 訳

調 査 研 究 費 円

研 修 費 円

会 議 費 円

資 料 作 成 費 円

資 料 購 入 費 円

広 報 費 円

事 務 費 円

人 件 費 門

合 計 円

3 残 余
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鹿 児 島 県 政 務 調査 費 の 交 付 に関 す る規 則

(趣 旨)

第 1粂 この規 則 は , 鹿 児 島県 政 務 調 査 費 の交 付 に関 す る条 例 (平 成 13年 鹿児

島県 条 例 第 1号 C 以 下 ｢条 例 ｣ と い うo ) の施 行 に 関 し必 要 な事 項 を定 め る

もの とす る｡

(会 派 の届 出 )

第 2粂 条 例 第 4粂 第 1項 に規 定 す る会 派 結 成 届 は ,別 記 第 1号 様 式 に よ る も

の とす る｡

2 条 例 第 4粂 第 2項 に規 定 す る会 派 異動 届 は,別 記 第 2号 様 式 によ る もの と

す る0

3 条 例 第 4粂 第 3項 に規 定 す る会 派 解 散 届 は ,別 記 第 3号 様 式 によ る もの と

す る｡

(政 務 調 査 費 の請 求 )

第 3条 条 例 第 7条 第 1項 の規 定 に よ る政 務 調 査 費 の 請 求 は, 政 務 調査 費請求

書 (別 記 第 4号様 式 ) に よ り行 う もの とす る｡

(政 務 調 査 費 の使 途 基 準 )

第 4条 条 例 第 8条 に規 定 す る使 途 基 準 は,別 表 の とお りとす る｡

(事 業 実 績 報 告 書 等 の添 付 )

第 5粂 条 例 第 9条 に規 定 す る収 支 報 告 書 には ,事 業 実 績 報 告 書 (別 記 第 5号

様 式 ) 及 び 政 務 調 査 費 の支 出 に係 る併 収 書 そ の他 の 証 拠 書 類 (以下 ｢証 拠書

頬 等 ｣ と い う｡ ) の写 し を添 付 す る もの とす る｡

(事 業 実 績 報 告 書 の写 しの添 付 )

第 6条 条 例 第 10条 に規 定 す る収 支 報 告 書の写 し に は , 前条 に 規 定 す る 事 業 実

績 報 告 書 の写 しを添 付 す る もの とす る O

(収 支 報 告 首 の 閲覧 )

第 7粂 条 例 第 ユ2条 第 2項 に規 定 す る収 支 報 告 書 の 閲 覧 は, 当該 収 支 報 告 書 を

条 例 第 9条 に規 定 す る提 出すべ き 期 間 の末 日の翌 日か ら起 算 して 2月 を経過

した 日の 翌 日か らす る こ とが で き る｡

2 前 項 の 収 支 報 告 署 の 閲 覧 は ,議 長 が 指 定 す る場 所 で ,職 員 の勤 橋 時 間 中 に

しな けれ ばな らな い0

3 議 長 は ,条 例 第 12粂 第 2項 の規 定 に よ る請 求 が あ った場合 にお いて , 収 支

報 告 書 に鹿 児 島県 情 報 公 開条例 (平成 i2年鹿 児 島県 条 例 第 日3号 ) 第 7条 に規

定 す る 不 開示 情 報 (以 下 この項 に お いて ｢不 開示 情 報 ｣ とい うO ) が 記 載 さ

れ て い る とき は ,不 開示 情 報 が 記 載 され て い る部 分 を除 いた 部 分 につ き ,閲

覧 に供 す る もの とす る o

一･二㌧i-



(事業 実 績報 告 書 等 の保存 及び 閲覧 )

第 8粂 第 5条 に規 定す る事 業実績 報 告書 及 び 65E拠書 類等 の写 しの保存 及び閲

覧 につ いて は,条 例 第 12粂及び前 条 の規 定 を準用す る｡

(証拠 書類 等 の整 理 保 管)

第 9条 会派 の 政 務 調 査 費経理責任 者 は , 会 計 帳簿 を 調 製 し政 務 調査 費の支出

の 内訳 を明 確 にす る と ともに,証 拠 書 類 等 を 整理 し, 当該 会 計 帳簿 及び 証拠

書 額等 を当 該 政 務 調 査 費の収支報 告 書 を 条例 第 9条 に規 定 す る 提 出すべ き期

間 の末 日の 翌 日か ら起 算 して5年 を 経 過 す る 日まで 保 管 しな け れ ば ならない(

(委任 )

第 10条 この規 則 に定 め る もののほか ,政務調 査 費の交付 に関 し必要 な事項 は,

議長が別 に定 め るQ

附 則

この規 則 は ,平 成 13年 4月 1日か ら施 行す るO

附 則

1 この規 則 は,平 成 20年 4月 1日か ら施行 す る0

2 改正 後 の鹿 児 島 県 政務調査 費の交 付 に関す る規 則 の規定 は , この規 則 の施

行 の 日 (以下 ｢施 行 日｣ という｡) 以 後 に交 付す る政務調 査 費 につ いて適用

し,施行 日前 に交 付 した政 務調査 費 につ いて は,なお従 前 の例 によ るO

∴~･-



別表 (第 4条 関係 )

項 目 内 容

調 査研 究 費 会 派 が行 う鹿 児島県 の事 務及 び地方 行 財政 に関す る調 査研

究 及 び調査委 託 に要す る経 費 (調査委 託費 ,会 場 費 .機 材借

上 げ 費 ,餐.料 印刷費,交 通 費 , 碍 泊資等)

研 修 費 会 派 が行 う研 修会及 び講演 会 の実施 に必 要 な 経 費並び に他

団体 が 開催す る研修会 ,講演 会 等へ の所 属 議員 及 び会派 の雇

用す る職 員 の参加 に要す る経 費 (会場 費 .機材 借 上 げ費 ,資

料 印刷 費,儲 師 謝金 ,会 費 ,交 通 費,宿 泊 費等 )

会 議 費 会 派 が行 う各種会議 に要す る経 費 (会場 費 .機 材借上 げ

費, 資 料 印刷 費等)

資料作 成 費 会 派 が議 会 審議 に必 要な 資料 の作成 に要す る経 費 (資 料 印

刷 費 ,原 稿料 等 )

資 料購入 費 会 派 が行 う調査研 究 のた め に必 要 な 図書 .資 料等 の購 入 に

広 報費 会 派 が行 う議会活 動及 び県 政 に関す る政策等 の広報 活 動 に

要す る経 費 (広報誌 .報 告書 等 印刷 費 ,送料 , ホーム ペ ー ジ

作成 費,交通 費等)

事 務費 会 派 が行 う調査研究 に係 る事 務 の遂行 に要す る経 費 (事 務

用 品 .備 品購 入 費,備 品 リー ス料 ,通信 .運搬 費等)

人 件費 会 派 が行 う調査研究 を補助 す る職員 の雇用 に要す る経 費

-2G一



別記

第 1号 様 式 (第 2粂 関 係 )

鹿 児 島県 議 会 議 長

会 派 名

代 表 者 の氏 名

年 月 日

会 派 結 成 届

鹿 児 島 県 政 務 調 査 費 の交 付 に関す る条 例 第 4条 第 1項 の規 定 に よ り,下記

の とお り届 け 出 ます o

記

1 会 派 名

2 代 表 者 の氏 名

3 政 務 調 査 費経 理 責 任 者 の氏 名

4 所 属 議 員 数

5 所 属 議 員 氏 名 別 紙 名 簿 の とお り

∴ -



第 2号様 式 (第 2条 関 係 )

鹿 児 島県 議 会 議長

会 派 名

代表 者 の氏 名

年 月 日

会 派 異 動 届

鹿 児 島県 政 務調査 費 の交 付 に関す る条例第 4条第 2項 の規 定 に よ り,下記

の とお り届 けZ'ijます o

記

1 異 動 年 月 日

2 異動 内容

節 旧

会 派 名

代 表 者 の 氏 名

政 務 調査費 経 理責 任 者 の 氏 名

所 属 議 員 数

異 動 の あ っ た所 属 議員 の氏 名 〔霊 宝 に所属 した議 員 の 〕 [霊芸慧芸芸 な くな った j

し､ト



第 3号様 式 (第 2粂 関係)

鹿 児 島県 議会議 長

殿

会 派 名

代表者 の氏 名

年 月 日

会 派 解 散 届

鹿 児 島県 政務調 査 費 の交 付 に関す る条例 第 4粂 第 3項 の規 定 によ り,下記

の とお り届 け出 ます o

記

1 解 散 した会 派 名

2 解 散 した年 月 日



第 4号様 式 (第 3条 関係 )

鹿 児 島 県 知 事

殿

会 派 名

代表 者 の氏名

年 月 日

年 度政 務 調査 費請 求書

鹿 児 島県 政務 調査 費 の交付 に関す る条例 第 7条第 1項 の規 定 によ り.下記

の とお り政 務 調査 費 を請求 します D

記

1 金 円

た だ し, 年 月分 ～ 年 月分 (所 属 議 員 数 名 )

2 所 属 議 員 氏 名 別 紙 名簿 の とお り

ー?)0-



第 5号 様 式 (第 5条 関 係 )

鹿 児 島県 議 会 議 長

殿

会 派 名

代表者 の氏名

事 業 実 績 報 告 書

年 月 日

年 度 の 政 務 調 査 費 に関 す る主 な事 業 の実 施 状 況 は次 の とお りです ｡

1 事 業 実 績 概 要 につ いて

2 事 業 実績 内容 につ いて

(り 調 査研 究 活 動

年 月 日 場 所 参 加 人員 内 容 備 考

年 月 日 場 所 参 加 人 員 内 容 備 考

年 月 日 場 所 参加 人 員 内 容 備 考

(4) 広 報活 動

(5) そ の他

3 事 業 の成 果 につ いて

- ,xn …



鹿児島県政務調査費の収支報告書閲覧実施要領

鹿児島県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年鹿児島県条例第 1号｡以

下 ｢条例｣というo)第 12条第 2項の規定及び鹿児島県政務調査費の交付に関

する規則 (平成 13年鹿児島県議会規則第 1号o以下 ｢規則｣という｡)第 7条

第 2項の規定に基づく収支報告書の閲覧に関し,必要な事項を定めるD

l 閲覧場所

規則第 7条第2項の議会事務局が指定する場所は,鹿児島県議会事務局総務
課に設ける閲覧コーナー (以下 ｢閲覧コーナーという｡｣) とする0

2 閲覧業務を行わない日等

(1) 閲覧業務は,鹿児島県の休日を定める条例 (平成元年鹿児島県条例第
37号)第 1条第 1項に規定する県の休日には行わないものとする｡

(2) 前項に定める日のほか,議長が特に必要があると認めるときは,閲覧
業務の全部または一部を休止することができる.

3 閲覧手続

閲覧者は,閲覧コーナーに置かれた受付において,閲覧請求書 (別記様式)

を提出しなければならない｡

4 閲覧方法

(1) 閲覧者は,係員の指示に従い,収支報告書を係員から受け取り,閲覧
することができるO

(2) 閲覧者は,収支報告書の閲覧を終了したときは,当該収支報告書を係
員に返却しなければならない｡

5 複写の禁止
閲覧者は,収支報告書を複写することはできない｡

ただし,鹿児島県情報公開条例 (平成 12年鹿児島県条例第 113号)第
11粂第 1項の規定により開示請求に係る公文書を開示する旨の決定をした場

合については,この限りではない｡

6 閲覧者の遵守事項

閲覧者は,次に掲げる事項を遵守しなければならないO

(1) 閲覧コ-ナ-には,カメラ,コピー機器及び危険物等の他の閲覧者の
迷惑になる物を持ち込まないこと｡

(2) 閲覧コーナーでは,音読,談話,飲食,喫煙等の他の閲覧者の迷惑に

なる行為をしないこと｡

(3) その他係員の指示に従うこと0

7 閲覧の中止または禁止

係員は,閲覧者が規則またはこの実施要領の規定に違反する場合は,その閲

覧を中止し,又は禁止させることができる｡

ノ1



別記様式

鹿児島県議会議長 殿

年 月 日

閲 覧 請 求 書

鹿児島県政務調査費の交付に関する条例第 12条第 2項の規定により,次のと

お り収支報告書の閲覧を請求 しますo

閲 覧 年 月 日 時 間 閲覧を請求する会派名

平成 . 年 月 日 時 分 Jから時 分まで



収支報告書等記載例

1 収支報告書

2 事業実績報告書

3 領収書等添付票

4 政務調査活動報告書

5 支払事実申立書

6 宿泊証明書

7 宿泊事実申立書



【記 載 例 1】
別 記 様 式 (第 9条 関 係 )

平 成 〇 年 〇 月 〇 日

鹿 児 島 県 議 会 議 長

◎ ◎ ◎ ◎ 殿

会 派 名 0 0 0
代 表 者 の 氏 名 0 0 0 0 印

平 成 〇 年 度 政 務 調 査 費 に 係 る 収 支 報 告 に つ い て

鹿 児 島 県 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 第 9粂 第 1項 ㈱ の 規 定 に

よ り , 下 記 の と お り平 成 〇 年 度 政 務 調 査 費 の 収 支 報 告 を提 出 し ま す O

記

1 収 入 14 4,010, 000円

内 訳

2 支 出

政 務 調 査 費 交 付 金 14 4,000,
預 金 利 息 1 0,
補 填 等

計 144,010,

円

円
円

0
0
0

0
0

0
0

円000

ー

ノ

項 目 支 出 額 支 出 の 主 な 内 訳

調 査 函 究 資 48,000,000円 調査研究及 び調査委託に欝す る経費

研 修 費 600tOOO円 会派 が行 う研修会等の実施及 び他 団体 が開催す る研修会等 の参加 に欝する経費

会 議 費 10,000,000円 各種会議に要す る経費

資 料 作 成 費 500,000円 誰芯審議に必要な資料の作成 に整する経 費

資 料 購 入 費 500,000円 調査研究のために必要な資料等 の購人 に要する経費

広 報 費 600,000円 誠会情動及び県 政 に関す る政策 等の広報活動に婆す る経費

事 務 費 28,810,000円 政務 調査に係る事 杯の遂 行 に要す る経 %

人 件 費. 55tOOO.000円 調査研究を補助す る職員 の雇 用 に盤す る経費



【記 載 例 2】

第 5号 様 式 (第 5粂 関 係 )

鹿 児 島 県 議 会 議 長

◎ ◎ ◎ ◎ 殿

平 成 〇 年 〇 月 〇 日

会 派 名 0 0 0

代 表 者 の氏 名 0 0 0 0 印

事 業 実 績 報 告 書

平 成 〇 年 度 の 政 務 調 査 費 に 関 す る 主 な 事 業 の 実 施 状 況 は 次 の と お りで す O

実 績 概 要 に つ い て

会 派 にお け る 政務 調 査 活 動 全 般 を通 した 事 業 概 要 を記 載

2 事 業 実 績 内 容 に つ い て

(1) 調 査 研 究 活 動

年 月 日 場 所 参 加 人 員 内 容 備 考

○.○.(⊃ 東 京 3名 △ △ に 係 る陳 情

0.0.0 鹿 児 島 市 30名 災 害 現 場 視 察

省 略

○.(⊃.○ 東 京 2名 ○○ 要 望 活 動

○.○.○ 宮 城 5名 ◎◎◎視察 ∈

年 月 日 場 所 参 加 人 員 . 内 容 備 考

(⊃.○.○ 東 京 1名 Eロ □研 修 会

○.(⊃.(⊃ 鹿 児 島 市 4.0名 ○○ セ ミナー

省 略

【

⊂).O.⊂) 福 岡 3名 ××研 究 会



(3) 会 議 開 催

年 月 日 場 所 参 加 人 員 内 容 備 考

0.0.0 鹿 児 島 市 6名 ○○ 部 会

⊂).○.○ 鹿 児 島 市 40名 総 会

省 略

○.○.⊂) 鹿 児 島 市 38名 県 政調 査 会

○.○.○ 鹿 児 島市 5名 代 表 質 問 協 議

(4) 広 報 活 動

広 報 費 の 支 出実績 か ら会 派 に おけ る主 な活 動 を 記 載

(5) そ の 他

資 料作 成 費 ･資 料 購入 費 ･事 務 費 ･人件 費 の支 出 実 績 か ら記 載

3 事 業 の 成 果 に つ い て

会 派 にお け る政務 調 査 活 動 全 般 を通 した成果 を記載

1ノ



E記載例 3】

嶺 収 書 等 添 付 票

会派名 ( 0 0 0 )
調査研究費 ･研修費 ･会議費 ･資料作成費 ･資料購入費

領 収 書 等 の 添 付 欄

ホ-ムページ更新料

事務費 ･人件費

振込金受取書 (兼振込手数料受取書)
振込金受付書

ご依頼日 〇年〇月〇 日

お振込先 △△銀行 本店 普通 123456

金慶皿 900円

お受取人 口ロロロカブシキガイシヤ

エロロロ株式会社

□□市口口町 1番地 099-123-1234

ご依頗人 ケンギグン

〇〇〇

鹿児島市鴨池新町 10-1 099-286-21日

(電信扱) 主腹 壁込手数魁山 旦迫_盟

◎◎銀行 県庁支店

300,000円×1/2-150.000円

150,000 円
※ 1 領収書は,使途項目別に重ならないように貼付することO別紙を用いても良い｡

ただし,本票1枚で貼付できず剛 策式を用いる場合は､枝番号を付して整理すること｡
※ 2 整理番号は出納補助簿の ｢使途項目別No｣と,政務調査費充当額はその ｢支出額｣と

-致することO
※ 3 政務調査活動に伴う経費とそれ以外の活動に伴う経費との按分が必要な場合は,余白

に按分の率及び按分による充当額等を記搬することo

/



【記載例4】
政 務 調 査 活 動 報 告 書

氏名 0 0 0 0 0 印

月日 曜日 場 所 E 相手方等 内 容 ..:調査活動費等(円)

Cレ/○ ⊂)○○市 ○○JA, 農業間腔 (野菜など)の現状について 〇〇〇○○館 生産者 意見交換を行い,現地調査を行ったo

ノ/ ′/○○市 ○○競技連盟, 市民のスポー-ツ参加の現状とその効果○○総合体育館 ○0教育委員会 等について関係者と意見交換を行ったO

○/○ ○ ○○市 ○○組合 観光振興の現状等について意見交換を行ったO 〇〇〇
○/○ ○ ○○町 ○○自治会 防災 .防犯の対策について意見交換を 〇〇〇○○公民館 行ったo 〇〇〇

○/(⊃ ○ ○○市 ○○会社 労使関係の現状等について意見交換を行った¢ 〇〇〇

○/○ ○ ○○町 ○○病院 ヘき地医療の現状と課題について,関 〇〇〇～○ 係者と意見交換を行った○ 〇〇〇

II

I

※ 1 同一日に数カ所の政務調査活 動を行った場合には,改行を行い,それぞれの政務調査活動毎に内容を

記載すること｡

※ 2 調査活動費の金額を ｢調査情動資等｣の欄の上段に記載すること｡

※3 ｢調査活動費等｣の欄の下段には,調査括乱費以外の経費の計を記載し,節収譜等を別紙に重ならな

いように貼付することO

※4 救う実刑窓括軌に伴う経費とそれ以外の活動に伴う緯碑との按分が必要な場合は,按分呂l算 (円木榊

切り捨て)後の辞を記布け ることO 汁,



(別紙)

il.

3,000円×1/2-1,500円

lj



【記載例 5】

支 払 事 実 申 立 書

会派の代表者

◎ ◎ ◎ ◎ 殿
氏 名

0 0 0 0 0 ㊥

下記のとお り支払った ことを申し立てますo

記

1 金 額 -金 15,600 円也

(但 し,新幹線代)

2 活動年月日 平成〇年〇月〇日

3 活 動 場 所 福 岡市

4 活 動 内 容 ××研究会参加

(会議名,研修会名,調査活動事項等 を記入す る)

上記のとお り支払った ことを承認するO

平成〇年〇月〇日

(注)領収書等がない場合に限る.

a l

会派の代表者

◎ ◎ ◎ ◎ ㊥



【記載例 6】

宿 泊 証 明 書

下記のとお り宿泊 したことを証明してください｡

記

1 氏 名 0 0 0 ,◎ ◎ ◎ ◎

2 宿泊 日数 〇月〇日か ら〇月〇 日まで, 1泊

3 宿泊人数 2人

上記のとお り宿泊 したことを証明しますD

平成〇年〇月〇 日

証明者 ロ ロ ロ ホ テ ル

(宿泊所) 代表 □ □ □ □ ㊥

/‖



【記犯例 7】

宿 泊 事 実 申 立 書

会派の代表者

◎ ◎ ◎ ◎ 殿
氏 名

0 0 0 0 0 ㊥

下記のとお り宿泊したことを申し立てますO

記

1 宿泊 日数 〇月〇 日から〇月〇 日まで, 1泊

2 宿泊所名 △△ビジネスホテル

3 宿泊の目的 ××研究会参加のため

上記のとお り宿泊したことを承吉忍する｡

平成〇年〇 月〇 日

(注)宿 泊許明書 がな い場合 に限るO

会派の代表者

◎ ◎ ◎ ◎ ㊥




